
【様式２】

吉井 小学校

番号区別 路線名 危険な状況の内容 対策内容 R8.3.1現在対策実施状況 事業主体 備考

① 交通

県道２８号
線県道阿
南小松島
線

雑草が茂っており、歩行の邪
魔になる。児童・歩行者の安
全の確保のため除草が必要。

(1)教職員による登下校指導　　　　　
(２)通行空間確保のための除草
作業

(1)適宜実施　　　　　　　　　　　　
（２）年１回実施（７月～）

（１）学校　　　　　　　　　　　　
（２）道路管理者（県）

② 交通

県道２８号
線県道阿
南小松島
線

雑草が茂っており、歩行の邪
魔になる。児童・歩行者の安
全の確保のため除草が必要。

(1)子どもへの安全指導・登下校
指導　
(２)通行空間確保のための除草
作業

(1)適宜実施　　　　　　　　　　　　
(２)年１回実施（７月～）

（１）学校　　　　　　　　　　　
（２）道路管理者（県）

③ 交通

県道２８２
号線県道
阿南小松
島線

停止線の白線が消えかけてい
る。通行の一時停止の警告と
通行する児童・歩行者への安
全の確保のため、白線の塗り
直しが必要。

（1）子どもへの注意喚起
（２）一時停止舗装の塗り替え

(1)適宜実施
（2）塗り替え上申済

（１）学校
（２）警察

④ 交通

県道２８２
号線県道
阿南小松
島線

加茂谷トンネル方面から下っ
てくる車からは、車道と歩道の
間の植え込みにより、見通し
が悪く、横断歩道を渡る児童
に気づきにくい。定期的な樹
木の剪定や横断歩道の標示
設置や押しボタン信号設置が
必要。

（1）子どもへの注意喚起　　　　　　
(２)見通し改善のための剪定作
業実施　　　　　　　　　
（３）２８２号速度５０ｋｍｋ／ｈ・横
断歩道規制済、利用者数が多い
とは言いがたく、信号機設置しが
たい。街頭活動にて対応。
（４）横断歩道の予告路面標示
（菱形表示）の塗り替え

(1)適宜実施　　　　　　　　　　　　
(２)適宜実施（７月11日に実
施）　
（３）交通指導取締り適宜実施
（４）塗り替え上申済

（１）学校　　　　　　　　　　　
（２）道路管理者（県）
(３)警察
(４)警察
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学校名

通学路の危険箇所

加茂谷橋から「まちだ」まで
の西側の歩道

谷口自動車側の歩道

お松権現から加茂谷トンネ
ルへの道路の停止線

加茂谷公民館前道路の見通
し
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